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発
令
さ
れ
た
と
き
は
、
す
で
に
安
全
な

避
難
が
で
き
ず
、
命
が
危
険
な
状
態
で

す
。
ま
た
、
発
令
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
警
戒
レ
ベ
ル
5
の
発
令

を
待
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
警
戒
レ
ベ
ル
4
の
「
避
難
指
示
」
が

発
令
さ
れ
た
ら
、
直
ち
に
危
険
な
場
所

か
ら
避
難
し
ま
し
ょ
う
。

か
ら
「
高
齢
者
等
避
難
」
へ
変
更

◉
警
戒
レ
ベ
ル
4

　

�「
避
難
勧
告
・
避
難
指
示
（
緊
急
）」

か
ら
「
避
難
指
示
」
へ
一
本
化

◉
警
戒
レ
ベ
ル
5

　

�「
災
害
発
生
情
報
」
か
ら
「
緊
急
安

全
確
保
」
へ
変
更

　
警
戒
レ
ベ
ル
5
の
緊
急
安
全
確
保
が

　
5
月
20
日
か
ら
、
避
難
情
報
等
が
左

記
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
改
正
に
伴
い
、「
避
難
勧
告
」
は
廃

止
さ
れ
「
避
難
指
示
」
に
一
本
化
さ
れ

て
い
ま
す
。

【
改
正
内
容
】

◉
警
戒
レ
ベ
ル
3

　

�「
避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始
」

避
難
指
示
で
必
ず
避
難
し
ま
し
ょ
う

「
避
難
勧
告
」
は
「
避
難
指
示
」
に
一
本
化

※ 1�市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レ
ベル 5は必ずしも発令される情報ではありません。

※ 2避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※ 3�警戒レベル 3は、高齢者など以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始め
たり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

5　警戒レベル5は、すでに安全な避難
ができず命が危険
な状況です。
　警戒レベル 5 緊
急安全確保の発令
を待ってはいけま
せん！ 4　避難勧告は廃止されています。

　これからは、警
戒レベル 4 避難指
示で危険な場所か
ら全員避難しま
しょう。 3　避難に時間のかかる高齢者や障が

いのある人は、警
戒レベル 3 高齢者
等避難で危険な場
所から避難しま
しょう。

これまでの避難情報等

災害発生情報
（発生を確認したときに発令）

・避難指示（緊急）
・避難勧告

避難準備・高齢者等
避難開始

大雨・洪水・高潮
注意報（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

警戒
レベル 新たな避難情報等

5 緊急安全確保※1

4 避難指示※2

3 高齢者等避難※3

2 大雨・洪水・高潮
注意報（気象庁）

1 早期注意情報
（気象庁）

災害発生
または切迫

災害の
おそれ高い

災害の
おそれあり

気象状況悪化

今後気象状況
悪化のおそれ

　
各
家
庭
に
新
し
い
防
災
マ
ッ
プ
が
配

布
済
み
で
す
。
自
宅
が
避
難
が
必
要
な

場
所
か
確
認
し
、
災
害
時
に

は
次
の
4
つ
の
避
難
行
動
を

と
り
ま
し
ょ
う
。

◉
町
指
定
の
避
難
場
所
へ
の
立
退
き
避
難

　
マ
ス
ク
、消
毒
液
、体
温
計
、ス
リ
ッ

パ
な
ど
を
含
む
避
難
物
品
を
携
行
し
、

学
校
や
公
民
館
な
ど
の
町
指
定
の
避
難

場
所
へ
避
難
し
ま
し
ょ
う
。

◉
安
全
な
親
戚
・
知
人
宅
へ
の
立
退
き
避
難

　
親
戚
や
知
人
宅
な
ど
に
避
難
可
能
か

普
段
か
ら
相
談
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

◉
安
全
な
ホ
テ
ル
・
旅
館
へ
の
立
退
き
避
難

　
通
常
の
宿
泊
料
が
必
要
で
す
。
事
前

に
予
約
・
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

◉
屋
内
安
全
確
保

　
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
次
の
3
つ
の
条

件
を
確
認
し
、
自
宅
に
い
て
も
大
丈
夫

か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　
た
だ
し
、

土
砂
災
害
の

危
険
が
あ
る

区
域
で
は
立

退
き
避
難
が

原
則
で
す
。

　
①�

家
屋
倒
壊
等
氾
濫
想
定
区
域
に

入
っ
て
い
な
い
か

　
②
浸
水
深
よ
り
居
室
は
高
い
か

　
③�

水
が
引
く
ま
で
我
慢
で
き
、
水
・

食
料
な
ど
の
備
え
が
十
分
か

問
防
災
課　
☎
6
9
2
・
6
4
9
0

「
難
」
を
「
避
」
け
る

　
　
　
　
4
つ
の
避
難
行
動
！

想定最大浸水深

ここなら安全！
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　悪徳業者は、高額な商品の売り付
け、不当な契約を迫るなど、さまざ
まな手口で消費者
をだまそうとして
います。どんな手
口があるのか知っ
ておきましょう！
【点検商法】
無料点検を装って家に上がり込み、
「今すぐ耐震工事が必要」などと不
安をあおり、不要な工事をしたり、
高額な商品を買わせる手口
▶�不安になっても慌てて契約しては
いけません

【催眠商法】
閉め切った会場に人を集めて、日用
品などを次々配って興奮状態にさ
せ、冷静な判断力を奪ってから高額
な商品を買わせる手口
▶�「無料」「プレゼント」などの言

葉につられないように
【かたり商法】
役所の職員などを装い、設置義務が
あると言って高額な商品を買わせる
手口
▶�見た目に惑わされずに、身分証の
提示を求めること

【当選商法】
「あなたが当選しました」「あなたが
選ばれました」などと優越感をあお
り、商品を販売する手口
▶�身に覚えのない懸賞に当選するこ
とはありません

【利殖商法】
「確実に値上がりする」「必ずもうか
る」などと、高い利益率を強調して
投資や出資を勧誘する手口
▶�絶対にもうかる話はあり得ませ
ん。慎重に判断しましょう

【送りつけ商法】

頼んだ覚えのない商品を送りつけ、
代金を請求する手口
▶�一方的に送りつけられた荷物は受
け取りを拒否しましょう

【押し買い】
「不要な品を高く買い取ります」と
言って家庭を訪問し、言葉巧みに貴
金属や骨

こっ
董
とう
品などを不当に安い価格

で買い取ってしまう手口
▶�飛び込みの訪問購入は法律で禁じ
られています
◉�特に高齢者が被害に遭うケースが
多いため、周りの人の見守りも大
切です。被害に遭った、電話を受
けたなどの際は下記連絡先にご相
談ください。
問消費者ホットライン☎ 188、盛岡
市消費生活センター消費生活相談専
用電話☎ 624-4111、町総合福祉課
☎ 692-6472

【対象者】
介護保険の要支援または要介護者、
下肢または体幹機能障害による身
体障害者手帳 1〜3級の交付を受け
ている人で、日常生活に介助が必
要な人。ただし、対象者および配
偶者、または扶養義務者の前年所
得が規定の額を超える世帯、新築、
増築、賃貸住宅、
以前に本事業の
補助を受けた住
宅、本事業決定
前の工事着手は
対象となりません。
【対象工事】
トイレ・浴室などの改善、段差解

消、手すりの設置など、要援護高
齢者などの日常生活動作または介
護動作に合わせて改善する場合
【補助額】
改修工事費 80 万円までの対象に最
高 40 万円
【補助件数】
原則として先着順として 1件
【申込受付期間】
7 月 7 日（水）〜21 日（水）
【必要物品】
見積書、平面図（改修前と改修後）、
施工箇所の写真、介護保険証また
は身体障害者手帳、印鑑
問総合福祉課☎ 692-6476

高齢者や障がい者に
やさしい住まいづくりに補助

　町は、町内に住む身体の不自由な高齢者や障がい者が、快適に日常生活
を送れるよう住宅を改修する場合に、その工事費用の一部を補助します。

新型コロナウイルス感染症
相談・受診の流れ

　まずは、かかりつけ医や身近な医
療機関に電話相談を。
　夜間・休日など相談する医療機関
に迷う場合は「受診・相談センター
（☎651-3175・24 時間）へ

新型コロナウイルス感染症相談窓口
☎629-6085（土日・祝日含む 9 時〜
21 時）

熱などの症状がある場合

全般的な相談

ワクチンの相談
雫石町新型コロナワクチン専用ダイヤ
ル☎691-2255（平日 9時〜16 時）

　このコーナーでは、特殊詐欺や悪徳商法などの実例
をお知らせしながら、トラブルを未然に回避するため
の方法をご紹介しています。

悪徳商法！ こんな手口に気をつけて！
問総合福祉課消費生活相談窓口　☎ 692-6472

消費者ほっとライフ消費者ほっとライフ
危険！注意すべきさまざまな悪徳商法の手口
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問問い合わせ・申込先団体名　☎電話番号　FAX FAX 番号　日日時　場場所　e E メール・URL

町の旬な情報を発信中！

ツイッター フェイスブック

消防演習は
中止となりました

周　知

　7 月 4 日（日）に開催予定でし
た町消防演習は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響のため、中
止となりました。
問防災課☎ 692-6410

　町は、雫石土地改良区および各
地域維持管理委員会と連携し、用
水路や排水路などの維持管理に努
めています。雑草などが繁茂す
る 7 月には水路周辺の草刈りのほ
か、ごみ拾いなどの清掃作業を重
点的に行っており、今年もこれら
の作業を各地域維持管理委員会が
定めた日に実施します。
　農家以外の排水放流者などの水
路利用者におかれましても、事業
の趣旨をご理解いただき、草刈り
作業などへの要請がありました
ら、ご協力をお願いします。
問地域整備課☎ 692-6406、雫石
町土地改良区☎ 692-2626

　遺言書を自分で書いて作成する
自筆証書遺言書は、自書さえでき
れば費用もかからず遺言者にとっ
て手軽で自由度の高いものです。
しかし、その一方で、遺言書を作
成した後は、遺言書の保管場所を
失念したり、遺言者の死亡後に相
続人に発見されない恐れがあるほ
か、遺言書を発見した一部の相続
人などから隠されたり、改ざんさ
れる恐れがあるなど、遺言書の保
管・管理をめぐってトラブルとな
る場合があります。
　そこで、これらの問題を解消す
るため、昨年 7 月 10 日から法務
局（遺言書保管所）において自筆
証書遺言書を保管する制度がス
タートしています。

水路等清掃作業における
協力依頼について

周　知

2022 年度採用の警察官を募集します！

SNS で雫石町の魅力を発信する
ときは「#虹の似合うまち雫石
町」を付けて投稿してね♫

　この制度では、遺言者の死亡後
に相続人や受遺者などは、全国に
ある遺言書保管所に遺言書が保管
されているか確認すること（「遺
言書保管事実証明書」の交付請求）
および遺言書の写しの交付を請求
すること（「遺言書情報証明書」
の交付請求）ができ、遺言書をデー
タ化したファイルを閲覧すること
もできます。
　また、遺言書保管所に保管され
ている遺言書については、家庭裁
判所の検認手続きが不要です。ぜ
ひ、本制度をご活用ください。
　制度に関する詳しい内容や手続
きの予約については、法務省の
ホームページ（法務省遺言書保管
制度で検索してください）をご覧
いただくか、下記にお問い合わせ
ください。
問盛岡地方法務局供託課☎ 624-
9857

　

岩手県土地家屋調査士会盛岡支部
は、土地や建物の表示に関する登
記無料相談会を下記のとおり開催
します。「自分の土地の面積を知
りたい」「建物を取り壊したが、
あとの手続きがわからない」「建
物を改築・増築したが、登記が必
要かどうかわからない」など、皆

預けて安心！
自筆証書遺言書保管制度

周　知

さんの不動産に関するお悩みを土
地家屋調査士に無料で相談できる
機会となりますので、ぜひご利用
ください。
日 7 月 21 日（水）　10 時〜16 時
場カワトク 8 階くらしの相談室

（盛岡市菜園 1-10-1）
問岩手県土地家屋調査士会広報部
☎ 643-2600

◉警察官B（男性）・警察官B（女性）
【受付期間】�7月1日（木）〜8月6日（金）�

17時15分
【第1次試験期日】9月19日（日）
◉岩手県職員採用Ⅱ種（警察事務）
【受付期間】�7月1日（木）〜8月6日（金）�

17時15分
【第1次試験期日】9月26日（日）
◉岩手県職員採用Ⅲ種（警察事務）

【受付期間】�7月1日（木）〜8月6日（金）�
17時15分

【第1次試験期日】9月26日（日）
問岩手県警察本部警務部警務課人
事係　☎ 653-0110

　県は、2022 年 4 月 1 日に採用する警察官および警察事務職員の採用試験を
行います。

▲�県警察採用
案内 2021

次回の軽トラ市は
7 月 11日（日）
時間：9時〜13 時

場所：よしゃれ通り商店街
▪�マスクの着用・手指消毒の徹底、
密集・密接の回避をお願いします。

▪�発熱、咳など体調不良の人は来場
をお控えください。

岩手県土地家屋調査士会に
よる無料登記相談会

周　知
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問健康子育て課　☎ 692−2227　FAX 692−0308

問い合わせ先☎ 692−3155

受付時間▶ 8時 30 分〜11 時 30 分
　　　　　13 時 30 分〜16 時 30 分
○診療は内科のみです。
○�土曜日の診察がある場合は、午前中のみ
の診察です。
○�夜間・休診日の場合、当診療所を受診し
ている患者さまについてはお問い合わせ
ください（休日当番医は実施します）。
※�毎週火曜日の午後は増田・藤沢先生の診
察になります。
※�発熱症状で受診希望の方は、あらかじめ
お電話でご相談ください。
※�担当医は予告なく変更となる場合があり
ます。
※�病棟への面会は、感染防止のため、お断
りさせていただいております。

◆◆◆◆ 外来診療 ◆◆◆◆

日にち 午前 午後

1 （木） 七海 七海

2 （金） 七海 七海

5 （月） 七海 七海

6 （火）七海・増田 藤沢・増田

7 （水）七海・増田 七海・増田

8 （木） 七海 七海

9 （金） 七海 七海

12 （月） 七海 七海

13 （火）七海・増田 藤沢・増田

14 （水）七海・増田 七海・増田

15 （木） 七海 七海

16 （金） 七海 七海

18 （日） 休日当番医

19 （月） 七海 七海

20 （火）七海・増田 藤沢・増田

21 （水）七海・増田 七海・増田

23 （金） 休日当番医

24 （土） 七海

26 （月） 七海 七海

27 （火）七海・増田 藤沢・増田

28 （水）七海・増田 七海・増田

29 （木） 七海 七海

30 （金） 七海 七海

雫石診療所  7月のご案内

◆ 7 月の乳幼児健診、各種相談
実施日 内容 対象者 受付時間 会場
2日（金）乳幼児健康診査 3〜4カ月児、9〜10 カ月児、1歳児 13 時〜13 時 30 分 保

12 日（月） 1歳 6カ月児健康診査 2019 年 11 月、12 月生まれ 13 時〜13 時 10 分 保

16 日（金）ことばの相談 ことばについて心配や相談がある就学前のお子さん（要予約） 10 時〜 保

21 日（水）赤ちゃん相談 1歳までのお子さん 9時 30 分〜11 時 保

27 日（火） 3歳児歯科健康診査 2018 年 6 月、7月生まれ 13 時〜13 時 30 分 保

会場▶保：保健センター
　　　健：健康センター

※����乳幼児健診の対象者▶ 3〜4カ月児＝2021年 3月生まれ、9〜10カ月児＝2020年 9月生まれ、
1歳児＝2020 年 7 月生まれ
※�乳幼児健診などの母子健康手帳の受け付けは、保健センターで正午から行います。また、オ
リエンテーション・問診は 13 時から行います。
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止または延期することがあります。

子宮頸がん・乳がん検診のお知らせ
【対象者】◎子宮頸がん検診▶︎ 20
歳以上で偶数歳の女性◎乳がん検
診▶︎40歳以上で偶数歳の女性【検
診日時】7 月 22 日（木・祝）〜
24 日（土）9 時 30 分〜11 時、7
月 25日（日）、28日（水）8時〜
11時30分、13時30分〜15時【検
診場所】◎7月 22日（木・祝）〜
25 日（日）▶︎御明神公民館◎ 7

月 28日（水）▶︎中央公民館【料金】
◎子宮頸がん検診▶︎ 1,500 円◎乳
がん検診▶︎ 40〜49 歳▷︎ 2,500 円、
50 歳以上▷︎ 1,000 円（70 歳以上、
生活保護受給者、クーポン券対象者
は無料）【その他】託児を希望する
人は7月 7日（水）までに健康子育
て課までご連絡ください。

成人歯科健診で歯の健康管理を
　歯が痛くなってからの受診は、
むし歯が相当進み、神経にまで影
響していることが考えられます。
歯の健康管理のため、ぜひ歯科健
診を受けましょう。
【対象者】今年度 40、50、60、70
歳になる人※対象者には通知を送
付しましたので、事前予約の上受

診してください。【期間】6 月 1日
（火）〜2022年 1月 31日（月）
【費用】1 ,500 円（健診の結果、検
査や治療が必要な場合は別途自己負
担となります）【実施医療機関】沼
田歯科クリニック、雫石歯科医院、
たにふじ歯科医院、土樋歯科医院

80 歳歯科健診のお知らせ
　歯周病は成人の 70〜80％の方
がかかっており、糖尿病や心筋梗
塞等の発症にも影響しているとい
われています。ぜひ歯科健診を受
けましょう。【対象者】1941 年 1
月 1日〜12月 31日生まれの人※
対象者には案内を送付しました。

事前予約の上受診してください。【期
間】6月 1日（火）〜9月 30日（木）
まで【費用】無料（健診の結果、検
査や治療が必要な場合は別途自己負
担となります）【実施医療機関】沼
田歯科クリニック、雫石歯科医院、
たにふじ歯科医院、土樋歯科医院

「ジョイントひろば」で手遊びや工作をしよう！
　今年度から地域子育て支援セン
ターによる「ジョイントひろば」
を開催しています。ぜひ遊びに
来てください。【次回開催日時】7
月 9日（金）10時〜11時 30分【場

所】保健センター【対象】子育て中
の親と子、祖父母と孫【次回内容】
自分だけのうちわ作り
（8月以降の日程は広報しずくいし
本号でお知らせします）


